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※共済契約に際しては、ご提供いただく氏名・住所・電話番号などの個
人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律を厳守する
とともにその安全管理に努めます。詳しくは「重要事項説明書」をご
覧ください。

※このパンフレットは生命傷害共済及び所得補償共済の概要を説明した
ものです。詳しい内容につきましては「約款」、「重要事項説明書」
をご覧ください。

※不明な点につきましては、取扱代理所または当組合までお問い合わせ
ください。

①共済金受取人・被共済者の故意または重大な過失による傷害及び疾病。
②自殺（ただし、生命傷害共済については加入後 1 年以上の場合は、共済金額相当額を支払います。）、犯罪または闘争行為による

傷害または疾病。
③妊娠、出産、早産、流産及びこれらによる傷害及び疾病。ただし、生命傷害共済については、当組合が共済金を支払うべき傷害を

治療する場合には、この限りではありません。
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動によって被った身体障害。
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたもの（原子力分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特

性による事故によって被った身体障害。
⑥法令に定められた運転資格を持たないで、または、運転資格の停止期間中に自動車もしくは原動機付自転車を運転している間、

酒に酔った状態で自動車もしくは原動機付自転車を運転している間、または、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響
により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故によって被った傷害またはその傷害
により就業不能となった場合。

※この他にも共済金をお支払できない場合がございますので、詳しくは「普通共済約款」及び「特別約款」をご覧ください。

生命傷害共済・傷害共済
　共済期間中に、疾病（生命傷害のみ）や傷害、災害によって死亡した場合または傷害、災害により高度障害または後遺障害を生じ
たとき。もしくは傷害又は災害により１週間以上医師の治療を受けたとき

所得補償共済
　共済期間中に、疾病または傷害により就業不能になったとき。（被共済者の方が亡くなられたり、疾病または傷害が治癒した後の
共済金は支払われません。）

1.ご契約に際しての注意事項
　　共済契約者または被共済者はご契約に際し、当組合が重要な事項として告知を求めた事項（以下「告知事項」といいます。）にご回答いた

だく義務（告知義務）があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。ま
た、その場合、既に発生している疾病・傷害については共済金をお支払いできないことがあります。

2.ご契約金額の確認
　　生命傷害共済については、50 万円から 500 万円まで、所得補償共済については、ご加入いただける口数は、被共済者 1 人につき、最

高 20 口までとなっておりますので、ご契約金額またはご契約口数をご確認ください。

3.ご契約後の留意事項
　　ご契約締結後に、ご契約者の住所を変更される場合には、取扱代理所にご通知ください。ご通知いただかないと、ご契約、お支払に支障

がでることがあります。
 
4.事故発生のご連絡
　　被共済者が身体障害を被った場合は、その原因となった身体障害の発生の日から、その日を含めて 30 日以内に取扱代理所または当

組合にご連絡ください。
　　正当な理由がなく通知が遅延したり、事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合には、共済金を減額してお支払い

する場合がありますのでご注意ください。

共済金をお支払いできない主な場合

共済金をお支払いする場合

告知義務・通知義務等

茨城県火災共済協同組合
〒310-0801  水戸市桜川2-2-35  茨城県産業会館8階  TEL029-224-0610



生命傷害共済
特色特色

● 掛金が安く、共済金の請求手続きが簡単です。
● 加入時に健康で正常に生活・就業していれば、健康に関するご質問にお答えいただくのみで加入

できます。
● 業務上、業務外を問わず補償があり、労災保険等他の制度とは別にお支払いします。
● 事業所が負担した掛金は、福利厚生費として全額損金処理できます。

● 企業が共済契約者かつ共済金受取人の場合、被共済者である役員及び従業員の方が病気やケガで就業
不能となったときに伴う企業の出費を補うことができます。

● 一口の共済掛金は年齢・職種に関係なく一律です。
● 共済金の支払いは、迅速でしかも１ヵ月単位でお支払いいたします。
● 加入時に健康で正常に就業していれば、健康に関するご質問にお答えいただくのみで加入できます。
● 地震・噴火または津波などの天災によるケガの就業不能も補償します。

　企業の役員及び使用人で、満15才以上満65才未満の方に限ります。ただし、満70才まで継続延長することができます。

ケガへの備えはできていますか？ 所得補償共済 社員などが働けなくなってしまった時の備えは
できていますか？

傷害共済の補償範囲と月々の共済掛金 月々の共済掛金 1口あたり　500円

加入資格

　業務上、業務外を問わず、共済期間中に病気またはケガによって入院したり、自宅療養（医師の指示による入院に準じる自
宅療養）のため、8日間以上継続して、現在のお仕事に全く従事出来なくなったとき、8日間以降の就業不能期間1ヵ月間につ
き、加入いただいた年齢の月額補償共済金をお支払いいたします。（ただし、12ヵ月を限度とします。）

補償の範囲

年齢別月額補償額表

　加入口数は、被共済者1人につき、最高20口まで加入することができます。ただし。被共済者の平均月間所得額が限度と
なりますので、この範囲でお決め下さい。（平均月間所得額を超えた場合、その超えた補償額については、共済金は支払わ
れません。）

補償の範囲

共済
金額 月額掛金

死亡・高度障害共済金 後遺障害共済金 医療共済金

病 気により死
亡し 、又 は 高
度 障 害となっ
たとき

傷害(ケガなど
の事故)により
死亡し、又は高
度 障 害となっ
たとき

災害(交通事故
などの事故)に
より死亡し、又
は高 度 障害と
なったとき

傷害により後
遺障害を生じ
たとき

災害により後
遺障害を生じ
たとき

傷害又は災害により1週間以上
医師の治療を受けたとき

入院1日につき 通院1日につき

万円

500
200
100
50

万円

500

200

100

50

万円

1,000

400

200

100

万円

400～15

160～6

80～3

40～1.5

万円

800～30

320～12

160～6

80～3

円／日

3,000

2,400

1,200

600

円／日

1,500

1,200

600

300

万円

−

−

−

−

円

1,200
600
300
150

生命傷害共済の補償範囲と月々の共済掛金

共済
金額

月額掛金
死亡・高度障害共済金 後遺障害共済金

年齢別
満15才以上満20才未満
満20才以上満25才未満
満25才以上満30才未満
満30才以上満35才未満
満35才以上満40才未満
満40才以上満45才未満
満45才以上満50才未満
満50才以上満55才未満
満55才以上満60才未満
満60才以上満65才未満
満65才以上満70才未満

97,500円
66,900円
59,400円
48,000円
38,400円
30,900円
25,800円
22,200円
20,700円
19,800円
15,600円

−
334,500円
297,000円
240,000円
192,000円
154,500円
129,000円
111,000円
103,500円

99,000円
78,000円

−
−

594,000円
480,000円
384,000円
309,000円
258,000円
222,000円
207,000円
198,000円
156,000円

−
−
−

720,000円
576,000円
463,500円
387,000円
333,000円
310,500円
297,000円
234,000円

−
−
−
−

768,000円
618,000円
516,000円
444,000円
414,000円
396,000円
312,000円

医療共済金

病 気により死
亡し 、又 は 高
度 障 害となっ
たとき

傷害(ケガなど
の事故)により
死亡し、又は高
度 障 害となっ
たとき

災害(交通事故
などの事故)に
より死亡し、又
は高 度 障害と
なったとき

傷害により後
遺障害を生じ
たとき

災害により後
遺障害を生じ
たとき

傷害又は災害により1週間以上
医師の治療を受けたとき

入院1日につき
6歳以上
35歳未満 35歳以上 通院1日につき

万円

500
200
100
50

万円

1,000

400

200

100

万円

1,500

600

300

150

万円

400～15

160～6

80～3

40～1.5

万円

800～30

320～12

160～6

80～3

円／日

3,000
2,400
1,200

600

円／日

1,500

1,200

600

300

万円

500

200

100

50

円

4,000
1,600

800
400

円

4,000
1,400

700
350

● Aさんは退勤時、交差点においてバイク
で直進していたところ、急に右折をし
てきた自動車にはねられ、大腿骨複雑
骨折などにより入院3ヶ月15日、通院
48日を経て職場に復帰しました。

　※この支払例の場合、1か月を30日とし 
　ます。

生命傷害共済・所得補償共済 両
方にご加入していれば、約3か月半の
補償として、731,000円の共済金が
支払われます。この共済金につきまし
ては、所得補償共済分を企業が支払っ
た給料の一部として、生命傷害共済分
を従業員のお見舞金として、ご活用い
ただけます！！

事故内容：従業員Aさん  満46才 生命傷害共済　200万円
所得補償共済　5口  加入 生命傷害共済

医療共済金

所得補償共済

入　院
通　院
合　計

3か月15日（105日）×2,400円＝252,000円
48日×1,200円＝  57,600円

309,600円

月額補償

日額補償

合　　計　421,400円
（15日－免責期間7日＝8日）×860円×5口＝34,400円      

25,800円×3か月×5口＝387,000円

1口 5口 10口 15口 20口

支
払
例

補

　償

　額


